
 

 平成３０年 

 第１回市議会定例会 議案第４３号 

   函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営  

   に関する基準等を定める条例の一部改正について 

 函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営に関する基  

準等を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

   函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営  

   に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備および運営に関する基 

準等を定める条例（平成２５年函館市条例第２３号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 目次中 

「第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第４３条～第４７  

     条）                       」 

「第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第４２条の２・第42 

     条の３）                      

 第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第４３条～第４７ 

     条）                       」 

「第５節 削除                       」を 

「第５節 共生型居宅サービスに関する基準（第１１４条～第 131 

     条）                       」 

「第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１８２条～第 

     １８８条）                    」 

「第６節 共生型居宅サービスに関する基準（第１８１条の２・第 

     １８１条の３）                   

 第７節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１８２条～第 

に， 

を 

に， 

を 

に 



 

     １８８条）                    」 

改める。 

 第１条中「含む。）」の後ろに「，第７２条の２第１項第１号および 

第２号」を加える。 

 第２条第２項中第８号を第９号とし，第７号の次に次の１号を加える。  

 (8) 共生型居宅サービス 法第７２条の２第１項の申請に係る法第41 

  条第１項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。  

 第１１条中「居宅介護支援事業者」の後ろに「（法第８条第２４項に 

規定する居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。）」を加える。 

 第１５条第１項中「提供する者」の後ろに「（以下「居宅介護支援事 

業者等」という。）」を加える。 

 第２９条第３項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第２号 

の次に次の１号を加える。 

 (2)の２ 居宅介護支援事業者等に対し，指定訪問介護の提供に当たり  

  把握した利用者の服薬状況，口腔
く う

機能その他の利用者の心身の状態 

  および生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。  

 第３６条の次に次の１条を加える。 

 （不当な働きかけの禁止） 

第36条の２ 指定訪問介護事業者は，居宅サービス計画の作成または変  

 更に関し，指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等基準条例第 

 ５条第１項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第１６５条第 

 ２項において同じ。）の介護支援専門員または居宅要介護被保険者に 

 対して，利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることそ  

 の他の不当な働きかけを行ってはならない。  

 第２章中第５節を第６節とし，第４節の次に次の１節を加える。 

    第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

 （共生型訪問介護の基準） 

第42条の２ 訪問介護に係る共生型居宅サービス（以下この条および次 

 条において「共生型訪問介護」という。）の事業を行う指定居宅介護 

 事業者（函館市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備および運  



 

 営に関する基準等を定める条例（平成２５年函館市条例第１４号。以 

 下「指定障害福祉サービス等基準条例」という。）第６条第１項に規 

 定する指定居宅介護事業者をいう。）および重度訪問介護（障害者の 

 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法 

 律第１２３号。以下この条および第１８１条の２において「障害者総 

 合支援法」という。）第５条第３項に規定する重度訪問介護をいう。  

 第１号において同じ。）に係る指定障害福祉サービス（障害者総合支 

 援法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第１号 

 において同じ。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準  

 は，次のとおりとする。 

 (1) 指定居宅介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第６条第  

  １項に規定する指定居宅介護事業所をいう。）または重度訪問介護 

  に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業  

  所（以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。）の従 

  業者の員数が，当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護  

  （指定障害福祉サービス等基準条例第５条第１項に規定する指定居  

  宅介護をいう。）または重度訪問介護（以下この号において「指定 

  居宅介護等」という。）の利用者の数を指定居宅介護等の利用者お  

  よび共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合におけ  

  る当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。  

 (2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため， 

  指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受け  

  ていること。 

 （準用） 

第42条の３ 第５条，第６条（第１項を除く。）および第７条ならびに  

 前節の規定は，共生型訪問介護の事業について準用する。この場合に 

 おいて，第６条第２項中「利用者（」とあるのは「利用者（共生型訪 

 問介護の利用者および指定居宅介護または重度訪問介護に係る指定障 

 害福祉サービスの利用者をいい，」と，「指定訪問介護または」とあ 

 るのは「共生型訪問介護および指定居宅介護もしくは重度訪問介護に 



 

 係る指定障害福祉サービスまたは」と読み替えるものとする。  

 第５９条中「および第３２条」を「，第３２条から第３６条までおよ 

び第３７条」に改める。 

 第６３条中「第３７条まで」を「第３６条まで，第３７条」に改める。 

 第６５条第５項中「第１９２条第１０項」を「第１９２条第１４項」 

に改める。 

 第６９条第１項中「居宅介護支援事業者その他保健医療サービスまた  

は福祉サービスを提供する者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。 

 第７９条中「第４１条」を「第３６条まで，第３７条から第４１条」 

に改める。 

 第８１条第１項中「，指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理  

学療法士，作業療法士または言語聴覚士（以下この章において「理学療 

法士，作業療法士または言語聴覚士」という。）を置かなければならな 

い」を「置くべき従業者の員数は，次のとおりとする」に改め，同項に 

次の各号を加える。 

 (1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必 

  要な１以上の数 

 (2) 理学療法士，作業療法士または言語聴覚士  １以上 

 第８１条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第３項と 

し，同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項第１号の医師は，常勤でなければならない。  

 第８２条の見出しを「（設備および備品等）」に改め，同条第１項中 

「または介護老人保健施設」を「，介護老人保健施設または介護医療院」 

に改める。 

 第９０条中「，看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当  

するものを行う保健師，看護師および准看護師を除いた保健師，看護師  

または准看護師をいう。以下この章において同じ。）」を削る。 

 第９１条第１項第１号イ中「，看護職員」を削り，同項第３号を削る。 

 第９２条第１項中「，薬局または指定訪問看護ステーション等」を「  

または薬局」に改める。 



 

 第９５条第１項第１号中「居宅介護支援事業者等」を「居宅介護支援 

事業者」に改め，同条第３項を削る。 

 第９６条中第５号を第６号とし，第４号の次に次の１号を加える。  

 (5) 通常の事業の実施地域 

 第１０５条第４号中「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。 

 第１１３条中「第３９条」を「第３６条まで，第３７条から第３９条」 

に改める。 

 第７章第５節を次のように改める。 

    第５節 共生型居宅サービスに関する基準 

 （共生型通所介護の基準） 

第1 1 4条 通所介護に係る共生型居宅サービス（以下この条および次条 

 において「共生型通所介護」という。）の事業を行う指定生活介護事 

 業者（指定障害福祉サービス等基準条例第８０条第１項に規定する指 

 定生活介護事業者をいう。），指定自立訓練（機能訓練）事業者（指 

 定障害福祉サービス等基準条例第１４３条第１項に規定する指定自立 

 訓練（機能訓練）事業者をいう。），指定自立訓練（生活訓練）事業 

 者（指定障害福祉サービス等基準条例第１５３条第１項に規定する指 

 定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。），指定児童発達支援事業者 

 （児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に  

 関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以下この条において 

 「指定通所支援基準」という。）第５条第１項に規定する指定児童発 

 達支援事業者をいい，主として重症心身障害児（児童福祉法（昭和22 

 年法律第１６４号）第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。  

 以下この条において同じ。）を通わせる事業所において指定児童発達  

 支援（指定通所支援基準第４条に規定する指定児童発達支援をいう。 

 第１号において同じ。）を提供する事業者を除く。）および指定放課 

 後等デイサービス事業者（指定通所支援基準第６６条第１項に規定す 

 る指定放課後等デイサービス事業者をいい，主として重症心身障害児  

 を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス（指定通所支援 

 基準第６５条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第１号に 



 

 おいて同じ。）を提供する事業者を除く。）が当該事業に関して満た  

 すべき基準は，次のとおりとする。 

 (1) 指定生活介護事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第８０条 

  第１項に規定する指定生活介護事業所をいう。），指定自立訓練（ 

  機能訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第１４３条第 

  １項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所をいう。），指定 

  自立訓練（生活訓練）事業所（指定障害福祉サービス等基準条例第 

  １５３条第１項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所をい 

  う。），指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準第５条第１項 

  に規定する指定児童発達支援事業所をいう。）または指定放課後等 

  デイサービス事業所（指定通所支援基準第６６条第１項に規定する 

  指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下この号において 

  「指定生活介護事業所等」という。）の従業者の員数が，当該指定 

  生活介護事業所等が提供する指定生活介護（指定障害福祉サービス 

  等基準条例第７９条に規定する指定生活介護をいう。），指定自立 

  訓練（機能訓練）（指定障害福祉サービス等基準条例第１４２条に 

  規定する指定自立訓練（機能訓練）をいう。），指定自立訓練（生 

  活訓練）（指定障害福祉サービス等基準条例第１５２条に規定する 

  指定自立訓練（生活訓練）をいう。），指定児童発達支援または指 

  定放課後等デイサービス（以下この号において「指定生活介護等」 

  という。）の利用者の数を指定生活介護等の利用者および共生型通 

  所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生 

  活介護事業所等として必要とされる数以上であること。  

 (2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため， 

  指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受け  

  ていること。 

 （準用） 

第1 1 5条 第９条から第１８条まで，第２０条，第２２条，第２７条， 

 第２８条，第３４条から第３６条まで，第３７条から第３９条まで， 

 第４１条，第５６条，第９９条，第１０１条および第１０２条第４項 



 

 ならびに前節（第１１３条を除く。）の規定は，共生型通所介護の事 

 業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３０条 

 に規定する運営規程」とあるのは「運営規程（第１０７条に規定する 

 運営規程をいう。第３４条において同じ。）」と，「訪問介護員等」 

 とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者（以下「共生型通 

 所介護従業者」という。）」と，第２８条および第３４条中「訪問介 

 護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と，第１０２条第４項 

 中「前項ただし書の場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げる設備  

 を利用し，夜間および深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する  

 場合に限る。）」とあるのは「共生型通所介護事業者が共生型通所介  

 護事業所の設備を利用し，夜間および深夜に共生型通所介護以外のサ  

 ービスを提供する場合」と，第１０５条第２号，第１０６条第５項お  

 よび第１０８条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所  

 介護従業者」と，第１１２条第２項第２号中「次条において準用する  

 第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２項」と，同項第３号中「 

 次条において準用する第２７条」とあるのは「第２７条」と，同項第 

 ４号中「次条において準用する第３８条第２項」とあるのは「第３８ 

 条第２項」と読み替えるものとする。 

第1 1 6条から第1 3 1条まで 削除 

 第１３５条中「第３７条まで」を「第３６条まで，第３７条」に改め 

る。 

 第１３８条第１項ただし書中「介護老人保健施設」の後ろに「または 

介護医療院」を加える。 

 第１４２条第１項中「作業療法士」の後ろに「もしくは言語聴覚士」 

を加える。 

 第１４８条第４項中「介護老人保健施設」の後ろに「，介護医療院」  

を加える。 

 第１５３条第２項中「居宅介護支援事業者その他保健医療サービスま  

たは福祉サービスを提供する者」を「居宅介護支援事業者等」に改める。 

 第１６５条第２項中「（指定居宅介護支援等基準条例第５条第１項に  



 

規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）」を削る。 

 第１６８条中「第４１条」を「第３６条まで，第３７条から第４１条」 

に改める。 

 第９章中第６節を第７節とし，第５節の次に次の１節を加える。 

    第６節 共生型居宅サービスに関する基準 

 （共生型短期入所生活介護の基準） 

第1 8 1条の２ 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス（以下この 

 条および次条において「共生型短期入所生活介護」という。）の事業 

 を行う指定短期入所事業者（指定障害福祉サービス等基準条例第 103 

 条第１項に規定する指定短期入所事業者をいい，指定障害者支援施設 

 （障害者総合支援法第２９条第１項に規定する指定障害者支援施設を  

 いう。以下この条において同じ。）が指定短期入所（指定障害福祉サ  

 ービス等基準条例第９９条に規定する指定短期入所をいう。以下この 

 条において同じ。）の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運  

 営を行う事業所または指定障害者支援施設がその施設の全部または一  

 部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を  

 行う場合において，当該事業を行う事業所（以下この条において「指  

 定短期入所事業所」という。）において指定短期入所を提供する事業  

 者に限る。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりとす 

 る。 

 (1) 指定短期入所事業所の居室の面積を，指定短期入所の利用者の数 

  と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積 

  が９．９平方メートル以上であること。 

 (2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が，当該指定短期入所事業所  

  が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者およ  

  び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合 

  における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上である  

  こと。 

 (3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供 

  するため，指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要 



 

  な技術的支援を受けていること。 

 （準用） 

第1 8 1条の３ 第１０条から第１４条まで，第１６条，第１７条，第20 

 条，第２２条，第２７条，第３４条から第３６条まで，第３７条から 

 第４１条まで，第５６条，第１０８条，第１１０条，第１１１条，第 

 １４７条および第１４９条ならびに第４節（第１６８条を除く。）の 

 規定は，共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合  

 において，第３４条中「運営規程」とあるのは「運営規程（第１６４ 

 条に規定する運営規程をいう。第１５２条第１項において同じ。）」 

 と，「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に  

 当たる従業者（以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。）」  

 と，第１０８条第３項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期 

 入所生活介護従業者」と，第１５２条第１項中「第１６４条に規定す 

 る運営規程」とあるのは「運営規程」と，同項，第１５５条第３項， 

 第１５６条第１項および第１６３条中「短期入所生活介護従業者」と 

 あるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と，第１６７条第２項第 

 ２号中「次条において準用する第２０条第２項」とあるのは「第２０ 

 条第２項」と，同項第４号中「次条において準用する第２７条」とあ 

 るのは「第２７条」と，同項第５号中「次条において準用する第３８ 

 条第２項」とあるのは「第３８条第２項」と，同項第６号中「次条に 

 おいて準用する第４０条第２項」とあるのは「第４０条第２項」と読 

 み替えるものとする。 

 第１８８条中「第３７条まで」を「第３６条まで，第３７条」に改め， 

「静養室等」と」の後ろに「，第１６７条第２項第２号中「次条におい  

て準用する第２０条第２項」とあるのは「第２０条第２項」と，同項第 

４号中「次条において準用する第２７条」とあるのは「第２７条」と，  

同項第５号中「次条において準用する第３８条第２項」とあるのは「第  

３８条第２項」と，同項第６号中「次条において準用する第４０条第２  

項」とあるのは「第４０条第２項」と」を加える。 

 第１９０条第１項に次の１号を加える。 



 

 (5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては，当該  

  指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護職員，  

  介護職員，理学療法士または作業療法士および栄養士の員数は，そ  

  れぞれ，利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における  

  法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために  

  必要な数以上とする。 

 第１９１条第１項第４号イ中「食堂および」を削り，同項に次の１号 

を加える。 

 (5) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては，法に  

  規定する介護医療院として必要とされる施設および設備（ユニット 

  型介護医療院（函館市介護医療院の人員，施設および設備ならびに  

  運営に関する基準を定める条例（平成３０年函館市条例第  号） 

  第４３条に規定するユニット型介護医療院をいう。第２０７条およ 

  び第２１５条において同じ。）に関するものを除く。）を有するこ 

  ととする。 

 第１９２条中「介護老人保健施設」の後ろに「もしくは介護医療院」 

を加える。 

 第２０２条に次の１号を加える。 

 (4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては，利用  

  者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員およ  

  び療養室の定員を超えることとなる利用者数  

 第２０７条第１項に次の１号を加える。 

 (5) 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっ 

  ては，法に規定する介護医療院として必要とされる施設および設備  

  （ユニット型介護医療院に関するものに限る。）を有することとす 

  る。 

 第２１５条に次の１号を加える。 

 (3) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事  

  業所にあっては，利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみ  

  なした場合において入居定員および療養室の定員を超えることとな  



 

  る利用者 

 第２１８条第８項中「のうち１人以上，および介護職員のうち」を「 

および介護職員のうちそれぞれ」に改める。 

 第２２６条中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１項を加える。  

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等の適正化を図  

 るため，次に掲げる措置を講じなければならない。  

 (1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１  

  回以上開催するとともに，その結果について，介護職員その他の従  

  業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

 (3) 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための  

  研修を定期的に実施すること。 

 第２３７条および第２４８条中「第４１条」を「第３６条まで，第37 

条から第４１条」に改める。 

 第２５５条第１号中「利用料等」を「利用料，全国平均貸与価格等」 

に改め，同条に次の１号を加える。 

 (6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，同一種目における機能ま 

  たは価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供す  

  るものとする。 

 第２５６条第４項中「利用者」の後ろに「および当該利用者に係る介 

護支援専門員」を加える。 

 第２６３条中「第３５条」を「第３５条，第３６条，第３７条」に改 

める。 

 第２６５条中「から第３７条まで」を「，第３６条，第３７条」に改 

める。 

 第２７６条中「第３５条」を「第３５条，第３６条，第３７条」に改 

める。 

 附則第９条の次に次の３条を加える。 

第９条の２ 第２１８条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院  

 または病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病床等または  



 

 当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院 

 の療養病床等または当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに，  

 当該病院等の施設を介護医療院，軽費老人ホーム（老人福祉法第２０ 

 条の６に規定する軽費老人ホームをいう。）その他の要介護者，要支  

 援者その他の者を入所または入居させるための施設の用に供すること  

 をいう。以下同じ。）を行って指定特定施設入居者生活介護（外部サ 

 ービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。）の事業を行う医  

 療機関併設型指定特定施設（介護老人保健施設，介護医療院または病  

 院もしくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。）の  

 生活相談員，機能訓練指導員および計画作成担当者の員数の基準は，  

 次のとおりとする。 

 (1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設，介護医療院また  

  は病院もしくは診療所の理学療法士，作業療法士または言語聴覚士  

  により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行  

  われると認められるときは，置かないことができること。  

 (2) 生活相談員または計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定 

  施設の実情に応じた適当数 

第９条の３ 第２４０条の規定にかかわらず，療養病床等を有する病院  

 または病床を有する診療所の開設者が，当該病院の療養病床等または  

 当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間に転換を行って外 

 部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関  

 併設型指定特定施設の生活相談員および計画作成担当者の員数の基準  

 は，当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。  

第９条の４ 第２２０条および第２４２条の規定にかかわらず，療養病 

 床等を有する病院または病床を有する診療所の開設者が，当該病院の  

 療養病床等または当該診療所の病床を平成３６年３月３１日までの間  

 に転換を行って指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合の医療  

 機関併設型指定特定施設においては，併設される介護老人保健施設，  

 介護医療院または病院もしくは診療所の施設を利用することにより，  

 当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると  



 

 認められるときは，当該医療機関併設型指定特定施設に浴室，便所お  

 よび食堂を置かないことができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第 

 ２５５条第１号の改正規定は，同年１０月１日から施行する。 

 （看護職員が行う指定居宅療養管理指導に関する経過措置）  

第２条 この条例の施行の際現に介護保険法（平成９年法律第１２３号） 

 第４１条第１項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所にお  

 いて行われる改正前の函館市指定居宅サービス等の事業の人員，設備  

 および運営に関する基準等を定める条例（以下「旧指定居宅サービス 

 等基準条例」という。）第９０条に規定する指定居宅療養管理指導の 

 うち，看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するもの  

 を行う保健師，看護師および准看護師を除いた保健師，看護師または  

 准看護師をいう。）が行うものについては，旧指定居宅サービス等基 

 準条例第９０条から第９２条までおよび第９５条第３項の規定は，平 

 成３０年９月３０日までの間，なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い，訪問介護等に係る共生型居宅サービスに関する基準を定め，

介護医療院の創設に関連した人員等の基準に関する規定の整備をし，お

よび指定訪問介護事業所のサービス提供責任者の責務等に係る運営の基

準に関する規定，指定訪問リハビリテーションの事業の人員の基準に関

する規定等を整備するため 


